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職場での熱中症対策が義務化 

― 島根労働局が行う事業者への周知計画 ― 
 

改正労働安全衛生規則（以下「改正安衛則」という。）が令和７年４月 15 日に公布（同年６月１

日施行）され、職場における熱中症の重篤化を防止するための措置が事業場に義務付けられます。 

島根労働局（局長 岩見
い わ み

浩史
ひろふみ

）及び管下労働基準監督署では、改正安衛則による熱中症対策の強化

に係る対策が、職場において適切に実施されるよう、事業者へ周知を行います。 

 

１ 改正の趣旨 

  熱中症による死亡災害の多くは、初期症状の放置や対応の遅れが要因となっていることから、熱

中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その

状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための

体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付け

るものです。 

 

２ 改正の概要 

（１）熱中症又は熱中症のおそれがある作業者を早期発見するための体制整備及び関係作業者への

周知。 

（２）熱中症又は熱中症のおそれがある作業者を発見した際の応急処置・搬送等の手順の作成及び

関係作業者への周知。 

（３）事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の関係作業者への周知。 

  ※実施義務の対象となるのは「WBGT28 度以上又は気温 31 度以上の環境下で連続１時間以上又は

１日４時間を超えて実施」が見込まれる作業。 

 

３ 周知計画 

 （１）建設業者に対する説明会 

    各労働基準監督署において、建設業労働災害防止協会島根県支部各分会と共催し、説明会を 

開催します。 

  

 
島 根 労 働 局 発 表 

 
令和７年４月25日（金） 

 

  
担 

 

当 

労働基準部健康安全課 

課    長 内久保康孝 

 安全衛生係長 堀尾 知史 

℡ ０８５２－３１－１１５７ 

署名 分会名 日時 場所 

松江 松江 
令和７年５月 20 日（火） 

9:00～11:00 

協同組合松江流通センター組合会館 

（松江市平成町 182‐18） 

島根労働局 

厚生労働省 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全国安全週間説明会 

     各労働基準監督署において、島根労働基準協会各支部と共催する全国安全週間説明会にお 

いて、改正安衛則の説明を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）全国安全週間島根労働局建設現場安全パトロール 

    全国安全週間の初日（７月 1 日（火））に、島根労働局長及び労働基準部長による建設現場

の安全パトロールを行い、改正安衛則の対応状況や熱中症予防対策等の確認を行います。 

    ・島根労働局長パトロール 松江市の総合建設業者が施工する建設現場を予定 

    ・労働基準部長パトロール 益田市の総合建設業者が施工する建設現場を予定 

 

 （４）その他の機会での周知 

    業界団体の総会、各種会議・説明会及び臨検監督等の機会に、周知を行います。 

 

 

 

 

 

 

松江 

安来 
令和７年５月 21 日（水） 

14:00～15:00 

安来建設業会館 

（安来市広瀬町石原 331-３） 

仁多 
令和 7 年５月 27 日（火） 

13:30～14:30 

仁多建設業会館 

（仁多郡奥出雲町三成 664-25） 

隠岐 
令和７年５月 23 日（金） 

14:00～15:00 

隠岐建設会館 

（隠岐郡隠岐の島町西町名田の四 34-1） 

出雲 

出雲 
令和７年５月 15 日（木） 

13:30～14:30 

出雲建設会館 

（出雲市塩冶善行町２-２） 

飯石 

大原 

令和７年５月 16 日（金） 

13:30～14:30 

雲南建設会館 

（雲南市木次町里方 1045 番地８） 

大田 
令和７年５月 27 日（火） 

13:30～14:30 

大田建設会館 

（大田市大田町大田イ 179 番地３） 

浜田 

浜田 
令和７年５月 23 日（金） 

13:30～15:00 

浜田建設会館 

（浜田市原井町 908 番地 28） 

邑智 
令和７年５月 14 日（水） 

14:00～15:30 

邑智建設会館 

（邑智郡川本町川本 238‐３） 

益田 

益田 
令和７年５月 21 日（水） 

13:30～15:00 

益田建設会館 

（益田市東町８‐33） 

鹿足 
令和７年５月９日（金） 

13:30～15:00 

津和野町コミュニティーセンター 

（鹿足郡津和野町後田ロ 66） 

署名 支部名 日時 場所 

松江 松江 
令和７年６月 10 日（火） 

14:00～16:00 

くにびきメッセ 

（松江市学園南１丁目２-１） 

出雲 出雲 
令和７年６月３日（火） 

13:30～15:30 

朱鷺会館 

（出雲市西新町２丁目 2456-４） 

浜田 浜田 
令和７年５月 29 日（木） 

13:30～15:30 

島根県トラック協会西部研修会館 

（浜田市下府町 327−114） 

益田 益田 
令和７年５月 29 日（木） 

13:30～16:00 

益田市立水防センター 

（益田市中ノ島イ 1615） 



 

【添付資料】 

   

  １ 職場における熱中症対策の強化について（リーフレット） 

  ２ 改正労働安全衛生規則条文 

  ３ 職場における熱中症による労働災害発生状況（島根県：平成 28 年～令和５年） 
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職場における熱中症による労働災害発生状況（平成 28年～令和５年） 

島根労働局 

 

１ 年別発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業種別年別発生状況  
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３ 月別発生状況（平成 28年～令和５年の合計値による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 4～10月以外の月に発生したもの及び発生月不明のものは除外している。 

 

 

 

４ 時間帯別発生状況（平成 28年～令和５年の合計値による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発生時刻が不明のものについては除外している。 
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